
① 免税軽油使用者証　　（前回の申請で交付された厚紙のもの）　 ○ ○ ○ ○ ○

② 免税証交付申請書 ○ ○ ○ ○ ○

③ 免税軽油の引取り等に係る報告書 ○ ○ ○ ○

④ 納品書または領収書（写し可） ○ ○ ○ ○

⑤ 免税軽油使用者証交付申請書 ○ ○

⑥ 所定の手数料 ○ ○ ○ ○

⑦ 使用者証書換申請書（事務所にて様式を用意しております） 〇 ○

⑧ 機械の写真またはカタログ（リースの場合は契約書の写し） 〇 〇 〇

⑨ ○ ○ ○

⑩ 免税証返納書（事務所にて様式を用意しております） 〇 〇 〇

⑪ ○

※ ※ ※ ※

⑫ ○ ○ ○ ○

⑬ ○ ○

⑭ 【年間交付量　６，０００リットル以上の大口使用者】

免税軽油使用実績　または　消費状況明細簿　 ○ ○ ○ ○

→　日付・運行時間数・使用量を記入してください。

・個人の方で、代替わりされた場合は新規になります。

・使用者証の交付日から３年を超える場合は更新となります。

耕作証明書（市町農業委員会発行のもの）または水稲共済耕地情報（写し可）

※耕作面積が前年の1.5倍以上になった場合は必要となります。

返
納

登記事項証明書（写し可）（登記内容変更の場合も必要）

法
人

大
口
使
用
者

法人用の誓約書役員全員分（役員変更の場合も必要）

ご不明点等ございましたら、ご相談ください。

面
積
増
加

滋賀県東北部県税事務所湖東納税課

☎　０７４９－２７－２２０６

継続 更新
書換
のみ

追加 新規
書換
継続

【農業用】　免税軽油申請に必要な書類　（個人・法人）

→　免税証番号・種類（㍑）・使用枚数を書き留めておいてください。

使用しなかった免税証

・次回の申請は、免税軽油使用者証の所要数量計算期間の最終日の２か月前から申請可能です。

機
械
変
更

見本

こちらは法定期限であり、

使用者証の有効期限ではありません。


